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歩道乗入の承認基準 
 
 この基準は、歩道部分を出入り口として利用する場合の構造、規格、費用負担等を定めることにより道

路交通の安全と円滑化を図ることを目的とする。〔この基準に基づく道路法２４条申請(道路工事施工願) 
は、現況写真・現況図・計画図により承認する事を原則とする。〕 
１．乗入幅は乗入規格表（別表１）のとおりとする。 
なお、乗入幅について、次に掲げる場合で周囲の状況から交通安全上特に支障ないと認められる場合

は別途考慮することができる。 
・住宅等で、複数台の車両を道路に向かって並列に駐車する必要があると認められる場合。 

２． 乗入口の構造は、別紙舗装構造図によること。 
３． 乗入口は，原則として１箇所とするが、車両の出入りが繁雑であり、また道路の交通量等現地の状況
により、１箇所では、困難をきたす場合は、２箇所設けることができるものとする。この場合、各出

入口間の距離は６メートル（歩道内の民地側）以上離すこととする。 
４． 工事に伴う費用は申請者が負担し、施工にあたっては「工事施工願」を提出すること。（根拠法令 道
路法第２４条、５７条） 

５． 次に掲げる箇所以外の箇所であること。 
 （ａ）横断歩道の中及び前後５ｍ以内の部分。 
（ｂ）トンネルの前後５０ｍ以内の部分。 
 （ｃ）バス停留所、路面電車の停留所の中、但し停留所を表示する標柱または標示板のみの場合は、 
    その位置から各10ｍ以内の部分。 
（ｄ）地下道、地下鉄の出入口及び横断歩道橋の昇降口から５ｍ以内の部分。 
（ｅ）交差点（総幅員７ｍ以上の道路の交差する交差点をいう。)の中及び交差点の側端または道路の 
   曲がり角から５ｍ以内の部分、但しＴ字型交差点のつきあたりの部分を除く。 
（ｆ）バス停車帯の部分。 
（ｇ）橋の部分。 
（ｈ）横断防止柵、ガードレール及び駒止の設置されている部分、但し交通安全上特に支障がないと 
   認められる区間を除く。 
（ｉ）交通信号機、道路照明灯の移転を必要とする箇所、但し道路管理者及び占用者が移転を認め、 
   申請者が移設をする場合は除く。 
６． 民地側に車庫、その他自動車の保管する場所がある箇所であること。 
７． 交差道路と隣接する場合は、交差道路との間に原則として２mの間隔をとるものとする。 
８． 官民境界沿いに側溝がある場合には、道路管理者の指定する側溝蓋を設置させること。 
９． 乗入口以外の場所からの車両の出入りを規制するために原則として道路敷地と民地敷地の境界に柵
又は縁石等を設置するものとする。ただし、民地側にへい等の施設を行う場合はこの限りでない。 

１０．街路樹に切下げが及ぶ場合は、近隣に移植する事。やむえない理由により移植不可能な場合は、 
   撤去する事ができる。 
 
 



１１．すでに承認を受けて設置した（規制された）乗入口を本基準に適合するよう改築する場合は、現場

の状況に応じ本規格表の範囲内にて施工することが出来る。 
＊ ）自動車の出入口とするための歩道改築の承認申請が民家等にその家屋所有者の自家用車が出入りす 
  るもので、自動車の出入りの回数が少ない場合等であり、交通安全上特に支障のないと認められる 
  場合は、５の（ｂ）から（ｄ）、（ｆ）は適用しないことができるものとする。 
１２．不要になった既設乗入口については必ず閉塞すること。 
 
別表１ 
 乗入規格表 
 申請目的により通行の可能性のある自動車の種類を判断し下表を適用する。 
 

車両出入口規格表 

車 種 使用目的例 最大乗入れ幅 
１ 箇 所 ２ 箇 所 

乗用車・小型貨物自動車 
（３．５ｔ以下） 個人車庫 ４ｍ以下 ― ― 

乗用車・小型貨物自動

車・普通貨物自動車等 
（６．５ｔ以下） 

個人車庫（大型自動車、複数車両） 

モータープール、タクシー営業、倉

庫、大型レストラン及び喫茶店 
８ｍ以下 ７ｍ以下 

大型貨物自動車等 
（６．５ｔをこえるもの） 給油所、自動車ターミナル １２ｍ以下 ８ｍ以下 

 
１． 出入りする車種の最大のものを適用する。 
２． 車種はいずれも単車(１台)の場合である。トレーラーまたは特殊な車両は出入りする箇所は別途考慮
することができる。 

３． 申請者の都合により乗入幅は上記の値より縮小することができる。 
４． ドライブイン、給油所等でその間口の路面に面した部分が概ね７０メートル以上あり、かつ大型車両
の出入りが頻繁で真にやむを得ないものと認めた場合は、特例として最大幅１２メートルを２箇所設

置することができるものとする。 
５． 小型貨物自動車とは、最大積載量３．５ｔ以下の自動車とする。 
 
 
※ 各種舗装構造及びマウントアップタイプの歩道切下げ構造については、別紙構造図を標準とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



※路線によってはこれ以外の構造の場合があります
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※路盤に使用する砕石の最大粒径は、路盤厚の1/3以下とする。

舗装の標準構成（1/2）
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コンクリート（σ≧18N/ｍ2）
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※路線によってはこれ以外の構造の場合があります

※路盤に使用する砕石の最大粒径は、路盤厚の1/3以下とする。
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＜歩道幅員が十分にある場合＞
・植樹帯あり

歩道の切下げ構造
マウントアップタイプ

（民地）

（車道部）

すりつけ部植樹帯 植樹帯i=横断勾配

・植樹帯なし
（民地）

（車道部）

すりつけ部 i=横断勾配

＜歩道幅員が狭い場合＞

（民地）

（車道部）

＜縦断勾配区間＞

i'=縦断勾配
=5%以下

＜切下げ部＞

2%以下

（車道部）
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